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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この社会福祉法人(以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を

尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、

心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において

営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

（１）第一種社会福祉事業 

（イ）特別養護老人ホームの経営 

（ロ）軽費老人ホームの経営 

（ハ）障害者支援施設の経営 

（ニ）養護老人ホームの受託経営 

（ホ）乳児院の受託経営 

（へ）児童養護施設の受託経営 

（ト）養護老人ホームの経営 
（２）第二種社会福祉事業 

（イ）老人短期入所事業の経営 

（ロ）老人デイサービス事業の経営 

（ハ）老人デイサービスセンターの経営 

（ニ）老人介護支援センターの経営 

（ホ）小規模多機能型居宅介護事業の経営 

（ヘ）認知症対応型老人共同生活援助事業の経営 

（ト）老人居宅介護等事業の経営 

（チ）保育所の経営 

（リ）地域子育て支援拠点事業の経営 

（ヌ）一時預かり事業の経営 

（ル）障害福祉サービス事業の経営 

（ヲ）特定相談支援事業の経営 

（ワ）老人福祉センターの受託経営 

（カ）移動支援事業の経営 

（ヨ）一般相談支援事業の経営 

（タ）障害児相談支援事業の経営 

（レ）子育て短期支援事業の経営 

（ソ）障害児通所支援事業の経営 

（ツ）保育所の受託経営 

（ネ）幼保連携型認定こども園の経営 

（ナ）病児保育事業の経営 

（ラ）複合型サービス福祉事業の経営 
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（名称） 

第２条 この法人は、社会福祉法人愛宕福祉会という。 

 

（経営の原則） 

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正

に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向

上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮

する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 この法人の事務所を新潟県新潟市北区松潟１５１０番地に置く。 

２ 前項のほか、従たる事務所を新潟県新潟市北区木崎１８１６番地５に置く。 

 

第２章 評議員 

 

（評議員の定数） 

第５条 この法人に評議員７名を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任

委員会において行う。 

２ 評議員選任・解任委員会は、外部委員１名を含む合計３名で構成する。 

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営について

の細則は、理事会において定める。 

４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判

断した理由を委員に説明しなければならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、

外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。 

 

（評議員の任期） 

第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠によって就任した評議員の任期は，前任者の残任期間と

することができる。 

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第８条 評議員に対して、各年度の総額が５００，０００円を超えない範囲で、評議員会において

別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 
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第３章 評議員会 

 

（構成） 

第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

 

（権限） 

第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認（社会福祉法第４５条の３１

の規定に該当する場合を除く。） 

（５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分 

（８）社会福祉充実計画の承認 

（９）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３ヶ月以内に１回開催するほか、必

要がある場合に開催する。 

 

（招集） 

第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集

する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招

集を請求することができる。 

 

（決議） 

第１３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１） 監事の解任 

（２） 定款の変更 

（３） その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなけ

ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第１５条に定める定数を上回る場合には、過半

数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと

する。 
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４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができる

ものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決

議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第１４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名がこれに記名押印す

る。 

 

 

第４章 役員及び会計監査人並びに職員 

 

（役員及び会計監査人の定数） 

第１５条 この法人には、次の役員を置く。 

（１）理事  ６名 

（２）監事  ２名 

２ 理事のうち１名を理事長とする。 

３ 理事のうち１名を副理事長、１名を常務理事とすることができる。 

４ 前項の常務理事をもって同法第４５条の１６第２項第２号の業務執行理事とする。 

５ この法人に会計監査人を置く。 

 

（役員及び会計監査人の選任） 

第１６条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

副理事長は、理事長を補佐し、常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長の命を受けて、

この法人の業務を処理する。 

３ 理事長及び常務理事は、毎会計年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状

況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

の調査をすることができる。 

 

（会計監査人の職務及び権限） 

第１９条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金収

支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告

を作成する。 
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２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会

計に関する報告を求めることができる。 

（１） 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 

（２） 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁

的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

 

（役員及び会計監査人の任期） 

第２０条 理事又は監事の任期は、選任後 1 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとすることがで

きる。 

３ 理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

４ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったとき

は、再任されたものとみなす。 

 

（役員及び会計監査人の解任） 

第２１条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ

とができる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができ

る。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

（３） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

３ 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、（監事全員の同意により、）会

計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最

初に招集される評議員会に報告するものとする。 

 

（役員及び会計監査人の報酬等） 

第２２条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会におい

て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 

 

（職員） 

第２３条 この法人に、職員を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会に

おいて、選任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 
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第５章 理事会 

 

（構成） 

第２４条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第２５条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては

理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

（１） この法人の業務執行の決定 

（２） 理事の職務の執行の監督 

（３） 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第２６条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

（決議） 

第２７条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を

述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２８条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第６章 部会及び委員会 

 

（部会及び委員会） 

第２９条 この法人に部会及び委員会を置くことができる。 

２ 部会及び委員会は専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは理事長の諮問に答え、

又は意見を具申する。 

３ 部会及び委員会に関する規程は、別に定める。 

 

第７章 資産及び会計 

 

（資産の区分） 

第３０条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産の３種とする。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

（１）特別養護老人ホーム「愛宕の園」の敷地１２筆（６,６７１.０２平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１０番地の土地（５５８.６７平方メートル） 
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新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１１番地の土地（５２２.３１平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１２番地の土地（４２９.７５平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１３番地の土地（６２１.４８平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１４番地の土地（１,２１３.２２平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１５番地の土地（１９１.７３平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１６番地の土地（８６９.４２平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１７番地の土地（２９.７５平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１８番地の土地（４９.５８平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１９番地の土地（１,０３４.７１平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５２０番地の土地（５９.５０平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１５２１番地の土地（１,０９０.９０平方メートル） 

（２）新潟県新潟市北区松潟字新崎１５１４番地、１５１２番地、１５１３番地、１５１５番地、

１５１６番地、１５１９番地、１５２１番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根２階建特別養護

老人ホーム「愛宕の園」園舎１棟（３,８９３.４６平方メートル） 

（３）認知症対応型老人共同生活援助事業「グループホームこもれび」の敷地２筆（１,１０１.

３６平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９０番１の土地（４３６.３６平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９１番１の土地（６６５.００平方メートル） 

（４）新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９１番１、１４９０番１所在の木造セメント瓦葺２階建

認知症対応型老人共同生活援助事業「グループホームこもれび」園舎１棟（５９８.９８平方メ

ートル） 

（５）新潟県胎内市十二天字柳田９１番地５、９１番地３所在の木造合金メッキ鋼板葺平家建保

育所「ひだまりこども園」園舎１棟（１,２４１.５８平方メートル） 

（６）新潟県新潟市南区臼井字町北１４３５番地３所在の鉄骨セメント・亜鉛メッキ鋼板葺平家

建老人デイサービスセンター「デイサービスセンターうすい」園舎１棟（４８２.５５平方メー

トル） 

（７）新潟県新潟市南区臼井字町北１４３５番地３、１４３８番地７所在の木造セメント瓦葺平

家建認知症対応型老人共同生活援助事業「グループホームうすい」園舎１棟（３０４.７４平方

メートル） 

（８）新潟県岩船郡関川村大字湯沢１８２６番地２所在の鉄筋コンクリート造陸屋根３階建軽費

老人ホーム「ケアハウスせきかわ」園舎 1 棟（１,７２９.６８平方メートル） 

（９）新潟県岩船郡関川村大字湯沢１８２６番地２所在の木造瓦葺平屋建認知症対応型老人共同

生活援助事業「グループホームせきかわ」園舎 1 棟（２９８.８８平方メートル） 

（１０）障がい者支援施設「松潟の園」の敷地１４筆（７,３０１.６４平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８２番１の土地（８４６.２７平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８３番１の土地（８４５.７８平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８３番２の土地（５９５.５３平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８４番１の土地（３１７.３２平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８５番１の土地（５８５.１３平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８５番２の土地（９９.００平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８６番１の土地（６５７.２３平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８６番２の土地（３５１.１０平方メートル） 



 8

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８７番１の土地（４６６.６０平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８８番１の土地（５２７.６８平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８９番１の土地（５３０.４３平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９０番２の土地（４０６.００平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９１番２の土地（３５９.５７平方メートル） 

新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９２番の土地（７１４.００平方メートル） 

（１１）新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８２番地１、１４８３番地１、１４８３番地２、１４

８４番地１、１４８５番地１、１４８５番地２、１４９２番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋

根平家建障がい者支援施設「松潟の園」園舎１棟（２,１６３.２０平方メートル） 

（１２）新潟県佐渡市両津湊字川方３４３番地４５所在の鉄骨造瓦葺２階建老人デイサービスセ

ンター「デイサービスセンターさど」園舎１棟（１,２０３.６０平方メートル） 

（１３）新潟県新潟市西蒲区福島字前新田３０５番地１所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建特

別養護老人ホーム「中之口愛宕の園」園舎１棟（４,１３５.６７平方メートル） 

（１４）特別養護老人ホーム「豊浦愛宕の園」の敷地２筆（１２,５１７.６２平方メートル） 

新潟県新発田市荒町字竹ヶ花前甲１６１１番１３の土地（１１,２１４.６２平方メートル） 

新潟県新発田市荒町字竹ヶ花前甲１６１１番１４の土地（１,３０３.００平方メートル） 

（１５）新潟県新発田市荒町字竹ヶ花前甲１６１１番地１３所在の鉄骨造陸屋根３階建特別養護

老人ホーム「豊浦愛宕の園」園舎１棟（６,８８２.９７平方メートル） 

（１６）新潟県燕市粟生津字山王８６９番地、８６８番地、８７０番地、８７１番地、８７２番

地、９１１番地、９１２番地、９１３番地、８６８番地先、９１１番地先所在の鉄骨造陸屋根

２階建特別養護老人ホーム「吉田愛宕の園」園舎１棟（４,９３２．５５平方メートル） 

（１７）新潟県佐渡市新穂瓜生屋３４０番地１、３４１番地１、３３９番地２所在の鉄骨造陸屋

根３階建特別養護老人ホーム「新穂愛宕の園」園舎１棟（５,７４６．２２平方メートル） 

（１８）グループホーム「なかのくち」の敷地２筆（１，５１１．６４平方メートル） 

新潟県新潟市西蒲区福島字前新田３１１番１の土地（７４１．０１平方メートル） 

新潟県新潟市西蒲区福島字前新田３１２番１の土地（７７０．６３平方メートル） 

（１９）新潟県新潟市西蒲区福島字前新田３１１番地１、３１２番地１所在の木造合金メッキ鋼

板ぶき平屋建グループホーム「なかのくち」園舎１棟（２６６．６４平方メートル） 

（２０）グループホーム「はたの」の敷地２筆（１，９８１．００平方メートル） 

新潟県佐渡市寺田字寺田沖５６６番の土地（１，１４５．００平方メートル） 

新潟県佐渡市寺田字寺田沖５６７番の土地（８３６．００平方メートル） 

（２１）新潟県佐渡市寺田字寺田沖５６６番地、５６７番地所在の木造合金メッキ鋼板ぶき２階

建グループホーム「はたの」園舎１棟（５６５．２０平方メートル） 

（２２）新潟県新潟市南区臼井字町北１４３５番地３所在の木造合金メッキ鋼板ぶき２階建小規

模多機能ホーム「うすい」園舎１棟（２０２．７４平方メートル） 

（２３）新潟県新潟市東区空港西一丁目１１７番地８、１１７番地６、１１７番地７所在の木造

合金メッキ鋼板ぶき２階建認知症対応型老人共同生活援助事業「グループホーム空港西」園舎

１棟（５６３．３０平方メートル） 

（２４）新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９０番地２、１４８７番地１、１４８８番地 1 所在の

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建「就労支援センタードリーム」園舎１棟（１４１．６２平方メ

ートル） 

（２５）新潟県新潟市東区空港西二丁目２０１番地２、２０１番地１、２０１番地３、２０１番
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地２１、２０１番地２２所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建小規模多機能ホーム「花かい

どう」・サービス付き高齢者向け住宅「ヴァルメ花かいどう」園舎１棟（８９６．９７平方メ

ートル） 

（２６）新潟県佐渡市新穂瓜生屋５１２番地、５１０番地２、５１０番地３、５１１番地１、５

１１番地２、５１１番地３、５１３番地１、５１１番地１先所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

平家建特別養護老人ホーム「新穂愛宕の園弐号館」園舎１棟（１，４８３．５０平方メートル） 

（２７）新潟県新潟市東区西野字切添１２１８番地２、１２１７番地２、１２１８番地１、１２

２０番地１の鉄骨造陸屋根３階建特別養護老人ホーム「新潟東愛宕の園」園舎１棟（４５６５．

４５平方メートル） 

（２８）就労継続支援Ａ型「就労センタードリームネクスト」の敷地２筆（１２９５．９２平方

メートル） 

新潟県新潟市北区木崎字下山１８１６番１の土地（６４７．１８平方メートル） 

新潟県新潟市北区木崎字下山１８１６番５の土地（６４８．７４平方メートル） 

（２９）新潟県新潟市北区木崎字下山１８１６番地５所在の木造合金メッキ鋼板ぶき２階建就労

継続支援Ａ型「就労センタードリームネクスト」園舎１棟（５６３．１０平方メートル） 

（３０）小規模多機能型居宅介護事業「小規模多機能ホームとようら」の敷地１筆（１０１５．

７２平方メートル） 

新潟県新発田市荒町字竹ヶ花前甲１６１１番１２の土地（１０１５．７２平方メートル） 

（３１）新潟県新発田市荒町字竹ヶ花前甲１６１１番地１２所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平家

建小規模多機能ホーム「とようら」園舎１棟（２９１．０７平方メートル） 

（３２）特別養護老人ホーム「新潟北愛宕の園」の敷地３筆（４２２４．１７平方メートル） 

新潟県新潟市北区前新田字前新田甲７４番１の土地（３６８６．１１平方メートル） 

新潟県新潟市北区前新田字古囲内甲８８番１の土地（２７７．４７平方メートル） 

新潟県新潟市北区前新田字前田甲３１６番子の土地（２６０．５９平方メートル） 

（３３）新潟県新潟市北区前新田字前新田甲７４番地１、新潟県新潟市北区前新田字古囲内甲８

８番地１、新潟県新潟市北区前新田字前田甲３１６番地子所在の鉄骨造陸屋根３階建特別養護

老人ホーム「新潟北愛宕の園」園舎１棟（５３７９．５１平方メートル） 

（３４）サービス付き高齢者向け住宅「サービス付き高齢者向け住宅ヴァルメ豊浦」の敷地１筆

（２３９０．０１平方メートル） 

新潟県新発田市荒町字竹ヶ花前甲１６１１番５１の土地（２３９０．０１平方メートル） 

（３５）新潟県新発田市荒町字竹ヶ花前甲１６１１番５１所在の軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき

２階建サービス付き高齢者向け住宅「ヴァルメ豊浦」園舎１棟（１５８９．２５平方メートル） 

（３６）特別養護老人ホーム「新潟東愛宕の園」の敷地１筆（３７６０．６３平方メートル） 

新潟県新潟市東区若葉町二丁目２１７番１の土地（３７６０．６３平方メートル） 

（３７）保育所「あたご とまとこども園」の敷地４筆（１９６１．００平方メートル） 

新潟県新潟市葛塚字正尺４８４０番１の土地（６２８．００平方メートル） 

新潟県新潟市葛塚字正尺４８４０番２の土地（２５．００平方メートル） 

新潟県新潟市葛塚字正尺４８５０番の土地（６５４．００平方メートル） 

新潟県新潟市葛塚字正尺４８５１番の土地（６５４．００平方メートル） 

（３８）新潟県新潟市北区葛塚字正尺４８５１番地、４８５０番地所在の鉄骨造合金メッキ鋼板

ぶき２階建保育所「あたご とまとこども園」園舎１棟（８３６．０５平方メートル） 

（３９）東京都板橋区高島平五丁目３１番１所在の木造合金メッキ鋼板ぶき２階建小規模多機能
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ホーム「たかしまだいら」・認知症対応型老人共同生活援助事業「グループホームたかしまだ

いら」園舎１棟（９９０．９９平方メートル） 

（４０）新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８８番地１、１４８７番地１、１４８９番地１所在の

木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建グループホーム「きらめき」園舎１棟（２３４．８０平方メー

トル） 

（４１）新潟県新潟市北区早通字早通７５番地４所在の木造合金メッキ鋼板ぶき２階建グループ

ホーム「エピソードⅠ」園舎１棟（２８８．２０平方メートル） 

（４２）新潟県新潟市北区石動二丁目２番地１０、２番地９、２番地１１所在の鉄骨造亜鉛メッ

キ鋼板葺平家建自立訓練（生活訓練）「ドリームカレッジ」園舎１棟（３６４．３２平方メー

トル） 

（４３）共同生活援助事業・生活介護事業「北区早通 障がい者複合施設」の敷地２筆（１５１

１．４８平方メートル） 

新潟市北区早通字前割８番の土地（１４０６．１平方メートル） 

新潟市北区早通字前割８番３の土地（１０５．３８平方メートル） 

（４４）新潟県新潟市北区早通字前割８番地、８番地３所在の木造合金メッキ鋼板ぶき２階建共

同生活援助事業・生活介護事業「北区早通 障がい者複合施設」園舎１棟（５６３．７３平方

メートル） 

（４５）新潟県燕市東太田字下前田１０６６番地５所在の鉄骨造陸屋根３階建特別養護老人ホー

ム「燕愛宕の園」園舎１棟（４３１２．８４平方メートル） 

（４６）新潟県新潟市北区松潟字新崎１４８９番地１、１４８８番地１所在の木造合金メッキ鋼

板ぶき２階建「就労支援センタードリーム（増築）」園舎１棟（３１３．０１平方メートル） 

（４７）新潟県燕市東太田字下前田１０６６番地５所在の木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建「燕あ

たごこども園」園舎１棟（１２９．１９平方メートル） 

（４８）新潟県新潟市北区松潟字新崎１４９０番地２所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板板ぶき平屋建

「デイアクティビティセンター はろはろパン工房」（２４．８４平方メートル） 

（４９）幼保連携型認定こども園「開志上所こども園」の敷地６筆（１５７７．００平方メート

ル） 

 新潟県新潟市中央区上所中１丁目１３８番地の土地（１９１．００平方メートル） 

 新潟県新潟市中央区上所中１丁目１３９番地の土地（２９７．００平方メートル） 

 新潟県新潟市中央区上所中１丁目１４０番地の土地（２９７．００平方メートル） 

 新潟県新潟市中央区上所中１丁目１４７番地の土地（２９７．００平方メートル） 

 新潟県新潟市中央区上所中１丁目１４８番地の土地（２９７．００平方メートル） 

 新潟県新潟市中央区上所中１丁目１４９番地の土地（１９８．００平方メートル） 

（５０）新潟県新潟市中央区上所中１丁目１３８番地、１３９番地、１４０番地、１４７番地、 

 １４８番地、１４９番地所在の鉄骨造陸屋根２階建幼保連携型認定こども園「開志上所こども

園」園舎１棟（１３０９．８３平方メートル） 

（５１）新潟県新潟市北区早通字前割８番地、８番地３所在の木造合金メッキ鋼板ぶき２階建「北

区早通 障がい者複合施設（増築）」園舎１棟（２７４．９２平方メートル） 

（５２）共同生活援助・就労支援事業「村上市坂町障がい者複合施設」の敷地２筆（１，６７４．

１６平方メートル）            

新潟県村上市坂町字腰廻１８６０番２７の土地（１６１６．６３平方メートル） 

新潟県村上市坂町字腰廻１８６０番２８の土地（３６．２８平方メートル） 
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新潟県村上市坂町字腰廻１８６０番３１の土地（２１．２５平方メートル） 

（５３）新潟県村上市坂町字腰廻１８６０番２７の１、１８６０番２８、１８６０番３１所在の

木造合金メッキ鋼鈑ぶき平屋建就労移行支援、就労継続支援B型「未来ワークサポートさかま

ち」 園舎１棟（２８７．３４平方メートル） 

（５５）「あたごとまとこども園の園庭拡充及び保護者用駐車場整備」の敷地２筆 

（６５３．００平方メートル）            

新潟県新潟市北区葛塚字正尺４８４１番１の土地（６２８．００平方メートル） 

新潟県新潟市北区葛塚字正尺４８４１番２の土地（２５．００平方メートル） 

（５６）「ひだまりこども園の保護者用駐車場整備」の敷地５筆（３２９８．６６平方メートル）            

新潟県胎内市十二天字白山２０番５の土地（９８３．００平方メートル） 

新潟県胎内市十二天字白山２０番９の土地（３７２．００平方メートル） 

新潟県胎内市十二天字白山２５番１の土地（１０９８．０３平方メートル） 

新潟県胎内市十二天字白山２６番２の土地（６９９．６３平方メートル） 

新潟県胎内市十二天字屋敷添２５２番１の土地（１４６．００平方メートル） 

（５７）新潟県新潟市西蒲区福島字前新田３１２番地１所在の木造合金メッキ鋼鈑ぶき２階建 

グループホーム「グループホームなかのくち弐号館」園舎１棟（５７２．９９平方メートル） 

（５８）就労継続支援 B 型「デイアクティビティセンターはろはろ」の敷地 1 筆（５４０.４６

平方メートル） 

新潟県新潟市北区早通北一丁目１５６１番２の土地（５４０.４６平方メートル） 

（５９）新潟県新潟市北区早通北一丁目１５６１番地２所在の鉄骨・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板

葺２階建就労継続支援B型「デイアクティビティセンターはろはろ」園舎１棟（３５９．４８

平方メートル） 

（６０）養護老人ホーム「松鶴荘」、特別養護老人ホーム「大山台ホーム」の敷地１筆（２３，

６１９．３３平方メートル） 

新潟県新潟市東区大山２丁目８番１４の土地（２３，６１９．３３平方メートル） 

（６１）新潟県新潟市東区大山２丁目８番１４の1所在の鉄骨造陸屋根３階建養護老人ホーム「松

鶴荘」（２，８５８．８１平方メートル） 

（６２）新潟県新潟市東区大山２丁目８番１４の２所在の鉄骨造陸屋根3階 

建特別養護老人ホーム「大山台ホーム」（５，４８３．４平方メートル） 

（６３）幼保連携型認定こども園「開志新潟東こども園」の敷地８筆（１，６７０．０３平方メ

ートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番９の土地（３９９．８１平方メートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番１０の土地（５２３．１１平方メートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番１１の土地（５７．８２平方メートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番１２の土地（５７．８９平方メートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番１３の土地（２０３．６６平方メートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番７の土地（３０．００平方メートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番８の土地（６８．６３平方メートル） 

新潟県新潟市東区中野山三丁目３番７８の土地（３２９．１１平方メートル） 

（５４）新潟県村上市坂町字腰廻１８６０番２７の２、１８６０番２８、１８６０番３１所在の

木造合金メッキ鋼鈑ぶき平屋建共同生活援助、短期入所「未来ベースさかまち」園舎１棟（２

６１．６７平方メートル） 
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（６４）新潟県新潟市東区中野山三丁目３番地１０、３番地９、３番地１１、３番地７８所在の

鉄骨造陸屋根２階建の幼保連携型認定こども園「開志新潟東こども園」の園舎１棟（９２２．

０１平方メートル） 

（６５）複合型サービス福祉事業「看護小規模多機能ホームさかい」、特別養護老人ホーム「特

別養護老人ホーム坂井愛宕の園」、グループホーム「グループホームさかい」の敷地６筆（３，

３１７平方メートル） 

新潟県新潟市西区坂井字村上１４４９番１の土地（１０３６平方メートル） 

新潟県新潟市西区坂井字村上１４５０番１の土地（４４３平方メートル） 

新潟県新潟市西区坂井字村上１４５１番１の土地（２７４平方メートル） 

新潟県新潟市西区坂井字村上１４５２番１の土地（５２９平方メートル） 

新潟県新潟市西区坂井字村上１４５４番１の土地（３５９平方メートル） 

新潟県新潟市西区坂井字村上１４５５番１の土地（６７６平方メートル） 

 （６６）新潟県新潟市西区坂井字村上１４５０番地１、１４４９番地１、１４５１番地１、 

１４５２番地１所在の鉄骨造陸屋根３階建の複合型サービス福祉事業「看護小規模多機能 

ホームさかい」、特別養護老人ホーム「特別養護老人ホーム坂井愛宕の園」、グループホーム 

「グループホームさかい」の園舎１棟（２,５６０.３４平方メートル） 

３ 運用財産は基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。 

４ 公益事業用財産は第３０条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。 

５ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続きをとら

なければならない。 

 

（基本財産の処分） 

第３１条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得

て、新潟県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、新潟県知事

の承認は必要としない。 

（１）独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

（２）独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設

整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための

資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産

を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。） 

 

（資産の管理） 

第３２条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証

券に換えて、保管する。 

３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、

株式に換えて保管することができる。 

 

（特別会計） 

第３３条 この法人は、特別会計を設けることができる。 

 

（事業計画及び収支予算） 
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第３４条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、

理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間

備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第３５条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成

し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第６号までの書類について会計監査人の監査を受けた

上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

（５）貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定時

評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第２条の３９に定める要件に該当

しない場合には、第１号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を

受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、従たる事務所に３年間備え置

き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲

覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）会計監査報告 

（３）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（４）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（５）事業の概要等を記載した書類 

 

（会計年度） 

第３６条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

 

（会計処理の基準） 

第３７条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお

いて定める経理規程により処理する。 

 

（臨機の措置） 

第３８条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす

るときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。 

 

第８章 公益を目的とする事業 

 

（種別） 
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第３９条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、

自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事

業を行う。 

（１）居宅介護支援事業 

（２）介護保険法に定める訪問調査の受託等 

（３）地域包括支援センターの受託経営 

（４）新潟市高齢者支援センターの受託経営 

（５）介護員養成研修事業 

（６）認可外保育所の経営 

（７）有料老人ホームの経営 

（８）サービス付き高齢者向け住宅の経営 

（９）喀痰吸引等研修事業 

（１０）新潟市障がい者就業支援センターの経営 

（１１）職業紹介事業 

（１２）介護予防・日常生活支援総合事業 

（１３）生活支援体制整備事業 

（１４）新潟市西蒲区中之口地区福祉巡回バス運行事業 

（１５）訪問看護事業 

（１６）社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 

（１７）新潟県重度障害者（児）居宅介護職員初任者研修等事業 

（１８）介護福祉士養成施設を経営する事業 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければなら

ない。 

 

（剰余金が出た場合の処理） 

第４０条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業

又は公益事業に充てるものとする。 

 

 

第９章 収益を目的とする事業 

 

（種別） 

第４１条 この法人は、社会福祉法第２６条の規定により、次の事業を行う。 

（１）不動産賃貸事業 

（２）給食調理業務の受託 

２ 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の３分の２以上の同意を得なければなら

ない。 

 

（収益の処分） 

第４２条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益

事業に充てるものとする。 
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第１０章 解散 

 

（解散） 

第４３条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散事由に

より解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第４４条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決

議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出さ

れたものに帰属する。 

 

 

第１１章 定款の変更 

 

（定款の変更） 

第４５条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、新潟県知事の認可（社会

福祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受け

なければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を新潟県知

事に届け出なければならない。 

 

第１２章 公告の方法その他 

 

（公告の方法） 

第４６条 この法人の公告は、社会福祉法人愛宕福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞

又は電子公告に掲載して行う。 

 

（施行細則） 

第４７条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

附 則 

１．この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この

定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 

 

理事長  池  田   弘 

理 事  松  山  茂  樹 

〃   高  瀬  慎  一 

〃   伊  藤  幸  興 

〃   渡  辺  辰  郎 

〃   相  馬  二  郎 

〃   長谷川   武 
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〃   伊  藤  昇 

〃   平  井  稔  子 

〃   福  島  正  巳 

監 事  東  間  清  吾 

〃   田  村  磯  雄 

 

２．平成２８年１２月６日開催の評議員会及び理事会で議決を得た定款の一部改訂のうち、第３条

２項（経営の原則）、第６条（評議員の選任及び解任）、第３７条（会計処理の基準）は新潟県知

事の認可の日から施行し、それ以外の改訂については、平成２９年４月１日から施行する。 

 

平成１０年 ７月 ８日 認可 

 

平成１２年 ３月１３日 変更 

 

平成１３年 ６月１８日 変更 

 

平成１４年 ４月２６日 変更 

 

平成１４年 ６月２０日 変更 

 

平成１４年 ７月２２日 変更 

 

平成１４年１１月２２日 変更 

 

平成１５年 ６月３０日 変更 

 

平成１５年 ９月２６日 変更 

 

平成１５年１２月１２日 変更 

 

平成１６年 ３月１９日 変更 

 

平成１６年 ７月 ５日 変更 

 

平成１７年 １月３１日 変更 

 

平成１７年 ４月２６日 変更 

 

平成１７年１０月 ７日 変更 

 

平成１８年 ４月 １日 変更 
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平成１９年 ２月 ９日 変更 

 

平成１９年 ６月２１日 変更 

 

平成２０年 １月１０日 変更 

 

平成２０年 ６月１９日 変更 

 

平成２０年１１月１２日 変更 

 

平成２１年 ２月１０日 変更 

 

平成２１年 ５月 ７日 変更 

 

平成２１年 ６月２９日 変更 

 

平成２２年 １月１８日 変更 

 

平成２２年 ５月１８日 変更 

 

平成２２年 ７月１２日 変更 

 

平成２３年 １月２７日 変更 

 

平成２３年 ３月２９日 変更 

 

平成２３年１１月３０日 変更 

 

平成２４年 ４月１３日 変更 

 

平成２４年 ５月３０日 変更 

 

平成２４年１２月 ５日 変更 

 

平成２５年 ４月１１日 変更 

 

平成２５年 ５月２３日 変更 

 

平成２５年１０月 １日 変更 

 

平成２６年 １月２８日 変更 
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平成２６年 ６月３０日 変更 

 

平成２７年 １月２９日 変更 

 

平成２７年 ４月２３日 変更 

 

平成２７年 ７月２４日 変更 

 

平成２８年 ５月１０日 変更 

 

平成２８年１２月２１日 変更 

 

平成２９年 ４月１４日 変更 

 

平成２９年 ７月１２日 変更 

 

平成３０年 １月３０日 変更 

 

平成３０年 ４月２４日 変更 

 

平成３０年 ７月１０日 変更 

 

平成３１年 １月 ９日 変更 

 

令和 ２年 ２月１７日 変更 

 

令和 ２年 ２月２５日 変更 

 

令和 ２年１０月１２日 変更 

 

令和 ３年 ３月２６日 変更 

 

令和 ３年 ４月３０日 変更 

 

令和 ３年 ７月２７日 変更 

 

令和 ３年 ９月２９日 変更 

 

令和 ４年 ３月１４日 変更 

 

令和 ４年 ５月２３日 変更 
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令和 ５年 ４月２４日 変更 

 

令和 ５年 ７月１４日 変更 

 

令和 ６年 ３月１３日 変更


